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 岐阜県警察自動車警ら隊の運用に関する訓令を次のように定める。               
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                                   岐阜県警察本部長 笠原 孝志 

   岐阜県警察自動車警ら隊の運用に関する訓令 

  第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この訓令は、自動車警ら隊（以下「隊」という。）の運用に関し必要な事項を

定めることを目的とする。 

 （準拠） 

第２条 隊の運用については、地域警察運営規則（昭和44年国家公安委員会規則第５号）

及び地域警察の運営に関する訓令（平成元年岐阜県警察訓令第21号）に定めるものの

ほか、この訓令に定めるところによる。 

 （任務） 

第３条 隊の任務は、次のとおりとする。 

⑴ 警ら用無線自動車による常時警戒体制による全ての警察事象に対応する機動警ら

活動、重要事件に対する緊急配備及び事件・事故発生時における初動活動の実施そ

の他警察署長の要請に基づく支援活動に関すること。 

⑵ その他警察本部長（以下「本部長」という。）の命ずる事項に関すること。 

 （活動区域） 

第４条  隊の活動区域は、県下全域とする。 

 （連絡・協調） 

第５条 自動車警ら隊長（以下「隊長」という。）は、警察本部（以下「本部」という。）

の部（室）長、刑事部組織犯罪対策統括官、参事官及び課（隊、所）長並びに警察署

長と常に緊密な連携を保ち、隊の機能が最高度に発揮されるよう配意しなければなら

ない。 

  第２章 隊の運用 

 （勤務制） 

第６条 自動車警ら隊員（以下「隊員」という。）の勤務制は、次に定めるところによ

るものとする。 

⑴ 日勤制通常勤務 

  ア 隊長及び副隊長の職にある者 

  イ その他隊長の指定する者 

⑵ 日勤制毎日勤務 



  庶務係及び企画指導係に勤務する者 

⑶ 三交替制勤務 

   日勤制通常勤務及び日勤制毎日勤務以外の者 

２ 隊員の勤務時間、勤務を要しない日、休憩時間、休息時間等（以下「勤務時間等」

という。）の指定については、次に定めるところによるものとする。 

⑴ 日勤制通常勤務 

   岐阜県警察職員の勤務時間等に関する訓令（平成４年岐阜県警察訓令10号。以下

「勤務時間訓令」という。）第３条に定める日勤制通常勤務を適用する。 

⑵ 日勤制毎日勤務 

  勤務時間訓令第４条第１項第１号に定める日勤制毎日勤務を適用する。 

⑶ 三交替制勤務 

   勤務時間訓令第４条第１項第２号に定める三交替制勤務を適用し、勤務時間等の

具体的な割り振りは、隊長が別に定める。 

３ 隊長は、隊の運用上必要があると認めるときは、前２項に規定する勤務制を変更す

ることができる。 

 （服装） 

第７条 隊員の服装は、活動服勤務を原則とする。ただし、訓練、行事、式典その他の

事情により隊長が指示する場合は、この限りではない。 

２ 前項の規定のほか、必要な事項は隊長が別に定めることとする。 

 （警ら用無線自動車の表示） 

第８条 隊において運用する警ら用無線自動車には、地域警察の運営に関する訓令（平

成元年岐阜県警察訓令第21号）第６条第１項に規定する表示のほか、隊長が必要と認

めた場合には隊の名称等を明らかにした標章を表示するものとする。 

 （月間計画） 

第９条 隊長は、隊の活動を効率的に推進するため、次の事項を内容とする月間活動計

画を定め、本部長に報告するとともに、本部関係所属及び各警察署に通知するものと

する。 

⑴ 活動重点 

⑵ 隊員の勤務指定状況 

⑶ その他活動に必要な事項 

 （当務日の活動計画） 

第10条 各係の指揮係長は、当務日における活動重点、車両の活動区域等の活動計画を

当務員に指示するものとする。 

 （機動警ら活動等） 

第11条 機動警ら区域は、隊長が定めるものとする。 

２ 隊員は、機動警らに当たって地域部通信指令課（以下「通信指令課」という。）及



び機動警ら区域内の警察署と常に緊密な連携を保ち、その特性を発揮し、機動警ら区

域の全域にわたって巡回するように努めるとともに、警戒要点等における駐留警戒を

実施するものとする。 

３ 隊員は、事件・事故等の発生により通信指令課からの指令又は警察署からの要請を

受けた場合、直ちに現場に急行し、必要な初動措置を行うものとする。 

 （活動状況報告） 

第12条 隊長は、毎月10日までに前月の活動状況を本部長に報告しなければならない。 

 （応援要請） 

第13条 警察署長は、第３条に基づき、応援を要請しようとするときは、応援を必要と

する日のおおむね１週間前までに隊長を経由して、地域部長に要請するものとする。

ただし、急を要し、その手続を経ることのできないときは、直接隊長に応援を要請す

ることができる。この場合において隊長は、直ちに隊員を派遣し、事後速やかに地域

部長に報告するものとする。 

２ 前項の規定により、派遣された隊員は、応援を要請した警察署長の指揮を受けるも

のとする。 

  第３章 事件・事故等の処理 

 （事件・事故等の処理範囲等） 

第14条 隊が取り扱う事件・事故等の処理は、原則として初動的な措置とし、当該措置

をとった後、速やかに管轄警察署に引き継ぐものとする。ただし、反則切符、交通切

符、特例書式等により処理する道路交通法違反事件については、隊において処理する

ものとする。 

２ 前項に規定する初動的措置事案の処理要領は、隊長が別に定めるものとする。   

  第４章 教養訓練等 

 （教養訓練等） 

第15条 隊長は、毎月２回以上定例日を設け、隊員に対する教養訓練及び装備資器材の

点検を行うものとする。 

 （新任隊員の教養） 

第16条 隊長は、新たに隊員となった者に対し、期間を定めて必要な事項について教養

を行うものとする。 

 （会議） 

第17条 隊長は、毎月１回以上幹部会議を開催し、隊の運用について意見を徴するとと

もに、必要な指示を与えるものとする。 

２ 前項の会議の状況は、別に定める幹部会議録に記録しておくものとする。 

  第５章 雑則 

 （委任） 

第18条 この訓令を実施するために必要な細則は、隊長が定める。 



２ 隊長は、細則を定め、又は変更した場合は、本部長に報告しなければならない。 

   附 則 （平成17年３月24日岐阜県警察訓令第11号） 

 この訓令は、平成17年４月１日から実施する。 

     附 則 （平成26年３月７日岐阜県警察訓令第３号） 

 この訓令は、平成26年４月１日から施行する。 

   附 則 （平成29年12月18日岐阜県警察訓令第26号） 

 この訓令は、平成29年12月22日から施行する。 


